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はじめに

令和 3年度に策定された第 7期中標津町総合計画において、まちの将来像として示された「空とみ

どりが人をつないでいくまち 中標津」の実現に向け、道東の空の玄関口である中標津空港を有する

広域的な拠点性をはじめ、酪農を中心とした第 1次産業、豊かな自然環境、これらを活かしながら

「町民」「団体」「企業」「行政」がつながることにより、町の活気や支え合い、新たな価値の創造など

につなげ、「住みたいまち、住み続けたいまち」に向かっていくことが掲げられています。

こうしたまちづくりを目指す中、清掃事業は住民の日常生活や産業活動において大きな役割を担っ

ており、まちの豊かさの基盤を醸成するために欠かすことのできない行政サービスです。

本町では、収集区域から排出された可燃ごみ、不燃・粗大ごみ、資源ごみを収集し、平成 14 年度か

らダイオキシン類の排出基準強化にあわせ、焼却処理施設を廃止して、管理型最終処分場において可

燃ごみ及び破砕処理した不燃・粗大ごみから資源回収した後の残渣を埋め立て処分していました。平

成 15年度には、共同可燃ごみ処理施設が稼働するまでの暫定的処置として、可燃ごみを根室市じん芥

焼却処理場に焼却委託し、平成 16 年度からは、中標津町、標津町、羅臼町の 3町共同のリサイクルセ

ンターくるっとにおいて、容器包装リサイクル法に基づく資源ごみ処理を行っています。さらに、平

成 19年度には、中標津町、別海町、標津町、羅臼町で構成する根室北部廃棄物処理広域連合におい

て、可燃ごみの焼却施設が別海町内で稼働し、4町共同による焼却が始まりました。

一方で、世界情勢がグローバリズム化に向かってさまざまな分野で大きく変化を遂げようとしてい

る時代、自然あふれる豊かな環境の維持にとどまることなく、住民生活の質を向上する結果として交

流人口の増加や地域経済の振興を図り、地域価値の洗練化と自立を実現していくことが求められてい

ます。また、地球温暖化を防止する観点や地球規模における環境保全の視点の重要性に対する認識が

広まる中、2050（令和 32）年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボンシティ(脱炭素

社会)」を目指すことを令和 5年 3月に宣言しており、地球規模での環境保全を図るため、「脱炭素社

会」や「自然共生社会」といった視点からも取組みを進めています。

本町では、平成 5年に策定した廃棄物処理基本計画を基に、最終処分場の整備事業に伴い平成 11 年

度に計画を見直し、さらにその 5年後である平成 16 年度には、中標津町ごみ処理基本計画として根室

北部廃棄物処理広域連合のごみ処理施設整備計画における数値の採用と実情のデータを踏まえた見直

しを行い、平成 25年度に実情のデータを踏まえた見直しを行っています。

このような背景や経過を踏まえ、住民による環境に配慮した生活の実践や、事業活動における廃棄

物抑制や適性処理・資源再利用の定着などによって、中標津町らしい循環型社会の形成に向けた清掃

事業の在り方を示す、新たなごみ処理基本計画の策定を行います。

令和 6年 6月

中標津町
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1. ごみ処理基本計画について

（１）計画策定の趣旨

国は平成 5年に環境基本法を定め、これに基づき、我が国全体の環境保全に関する総合的かつ長期的

な施策の大綱として環境基本計画を定めている。さらに、平成 12 年には循環型社会の形成に関する施

策を循環型社会形成推進基本法として定め、この施策を総合的かつ計画的に進めるために循環型社会推

進基本計画を定めている（平成 12 年）。

第 4次循環型社会推進基本計画（平成 30 年 6 月）においては、環境問題の重要性がますます高まっ

ている中、環境保全を前提とした循環社会の形成を軸に、低炭素社会・自然共生社会の取組みとの統合、

地域循環圏の構築を推進している。この中で、市町村は地域単位での循環システムの構築等、住民の生

活に密着した基礎的自治体としての役割を果たすこと、さらに相互に緊密に連携して協力していくこと

が求められている。また、循環型社会形成に関する取組指標として、一般廃棄物の減量化に係る目標値

が設定されている。

また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）」に基づき、廃棄物処理

法基本方針が定められている。同方針において、廃棄物の排出を抑制（リデュース）した上で、廃棄物

となったものは不適正処理の防止その他の環境への負荷の低減に配慮しつつ、再使用（リュース）・再生

利用（リサイクル）・熱回収の順に、できる限り循環的な利用を行い、循環的利用を徹底した上でなお適

正な循環的利用が行われないものについては、適正な処分を確保することを基本としている。

こうした方針を実施することを目的として、廃棄物処理法第５条の３第１項の規定に基づき、廃棄物

等の適正な循環的利用や適正な処分のための施設等の計画的な整備について、廃棄物処理施設整備計画

（令和 5年 6月）が定められている。

このほか、食品小売業、外食産業等の食品関連事業者がその一般廃棄物である食品廃棄物の再生利用、

収集運搬を廃棄物処理業者等に委託して行う場合に関わる、食品循環資源の再生利用等の促進に関する

法律（平成 12 年法律第 116 号。以下「食品リサイクル法」という。）や、食品ロスの削減の推進に関

する法律、市町村以外の者が一般廃棄物の再生利用等の処理を行う場合について定めた個別リサイクル

法がある。

以上のような国の法令および方針等に則って、廃棄物処理法第５条の５第１項の規定により、都道府

県は区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）

を定める義務を有している。北海道においても同計画（令和 2年 3月）によって、一般廃棄物の減量そ

の他その適正な処理に関する基本的事項や一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関

する事項を定めている。

市町村において策定する一般廃棄物処理計画は、北海道廃棄物処理計画と法令上は直接関係を有する

ものではないが、両計画は整合性の取れたものとすることが求められている。

以上を踏まえ、本町では、「廃棄物処理法」に則って定めた「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」に

基づき、平成 12 年に「中標津町ごみ処理基本計画」を策定している。平成 17 年と平成 26 年に見直し

を実施して、本町におけるごみ処理に関する方向性を示し、ごみ処理の適正化を進めてきたところであ

る。

前計画の最終年度を迎え、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処理を

行うため、地域環境の保全に向けた地域のごみ処理のみならず、地球温暖化防止や地球規模における環

境保全を見据えた長期的・総合的視点に立った新たなごみ処理計画を策定する。
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図 1-1 ごみ処理基本計画に関わる法令および法定計画との関係

策定においては以下に掲げる基本を押さえ、現計画を踏襲しつつ見直しを行い、町民、事業者、行政

の関係機関が取り組むべき方針や必要な指標を掲げるものとする。

■中標津町 ごみ処理基本計画における観点

なお、策定に当たっては、平成 19 年 6 月に国が提示している「一般廃棄物会計基準」「市町村におけ

る循環社会に向けた一般廃棄物処理システムの指針」及び「一般廃棄物処理有料化の手引き」に則って、

本町のごみ処理事業の経過や実情に沿った計画とする。

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

ʬ廃棄物の適正処理ʭ ʬ再生利用の推進ʭ
廃棄物処理法 資源有効利用促進法

プラスチック資源循環促進法
廃棄物処理基本方針

ʬ個別物品の特性に応じた規制ʭ
廃棄物処理施設整備計画 容器包装リサイクル法

家電リサイクル法
北海道廃棄物処理計画

食品リサイクル法
建設リサイクル法

中標津町総合計画
自転車リサイクル法

中標津町廃棄物の処理

及び清掃に関する条例
中標津町環境基本計画 小型家電リサイクル法

ʬ国等が率先して再生品などの調達を推進ʭ
一般廃棄物処理計画

グリーン購入法

 一般廃棄物処理基本計画 一般廃棄物処理実施計画
 ●ごみ処理基本計画 ●ごみ処理実施計画  
 ●生活排水処理基本計画 ●生活排水処理実施計画

①ごみ排出量の抑制と廃棄物による環境負荷の低減

できる限りごみの排出を抑制し、次に廃棄物となったものについては不適正

処理の防止その他の環境負荷の低減に配慮する

②循環的な利用の推進と分別の徹底

再使用・再生利用・熱回収の順にできる限り循環的な利用を行い、そのため

に必要なごみの分別収集を徹底する

③最終廃棄物の適正処分の確保

廃棄物の排出抑制及び適正な循環的利用を徹底した上で、なお適正な循環的

利用が行われないものについては、適正な処分を確保する
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（２）計画の位置付け

本町では、まちづくり全般における構想や方針を第 7期中標津町総合計画において定めている。

本計画は総合計画との整合性を保つとともに、環境基本法による法定計画として位置づけられる中標

津町環境基本計画、さらに廃棄物処理法等に則って定めた「中標津町廃棄物の処理及び清掃に関する条

例」に関わるものとして位置づける。

一般廃棄物処理計画は、①長期的視点に立った市町村の一般廃棄物処理の基本方針となる計画（一般

廃棄物処理基本計画）と、②基本計画に基づき年度ごとに、一般廃棄物の排出の抑制、減量化・再生利

用の推進、収集、運搬、処分等について定める計画（一般廃棄物処理実施計画）から構成されている。

一般廃棄物処理計画はごみに関する部分（ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画）と生活排水に関

する部分（生活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画）とから構成されている（図 1-1 参照）。本

計画は、廃棄物処理法第 6条第 1項の規定により、本町に策定が義務付けられている一般廃棄物処理計

画における一般廃棄物処理基本計画のうち、計画的なごみ処理の推進を図るための基本方針となるもの

である。

（３）対象区域・計画の範囲・計画期間

本計画の対象区域は、中標津町全域とする。

計画の範囲は、中標津町・標津町・羅臼町の 3町共同のリサイクルセンターくるっとで行う容器包装

リサイクル法に基づく資源ごみ処理、中標津町、別海町、標津町、羅臼町で構成する根室北部廃棄物処

理広域連合における可燃ごみ焼却、さらに最終埋め立て処分を含めた、可燃ごみ（収集および直接搬入）、

不燃ごみ（収集および直接搬入）、粗大ごみ（収集および直接搬入）、資源ごみ（収集および直接搬入）、

危険ごみ（収集および直接搬入）および処理過程で発生する残渣である。

図 1-2 中標津町 ごみ処理基本計画の範囲

計画期間は、令和 6年度から 10 年間とし、令和 15年度を最終計画年度とする。なお、国の施策や社

会情勢の変化など計画策定の前提となっている諸条件の変動を考慮し、必要に応じて見直しを行うもの

とする。

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 資源ごみ 町独自処理量 危険ごみ
収集 収集 収集 収集 収集 収集
直搬 直搬 直搬 直搬 直搬 直搬

可燃残渣 資源化量（圧縮）

焼却施設 破砕施設（処理量） リサイクルセンター 町独自処理量 資源化量（非圧縮）

焼却残渣
可燃残渣

可燃残渣 資源化量

直接埋立・可 不燃残渣

不燃残渣 資源化量
直接埋立・不

不適合物調整分

埋立処分 資源化 危険ごみ
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2. 地域特性の整理

（１）自然環境（位置、地形、地質、気象等）

本町は、根室振興局管内の中央部、東経 144 度 58 分 17 秒、北緯 43 度 33 分 19 秒に位置している。

区域は東西 42ｋｍ、南北 27ｋｍで、東及び北は標津町、西は標茶町、南は別海町に接し、面積 684.87

ｋ㎡の町である。

図 2-1 中標津町の位置

地形は、武佐岳、俣落岳、標津岳の山麓部分と台地で占められており、大小多数の川が標津川に合流

して町の中心部を流れている。町の南部は根釧台地と呼ばれる丘陵となっており、平成 13 年には「根

釧台地の格子状防風林」として北海道遺産にも選定された。北部は知床半島から連なる山岳地帯となっ

ており、中心市街地は標津川により開かれた河岸段丘で標高約 50ｍの低地部に形成されている。

地質は、山地は激しい海底火山活動の噴出によりつくられた緑色凝灰岩と火山岩類で構成されている。

台地は海成の砂礫層及び扇状地性の砂礫層からなり、上部に火山噴出部が厚く堆積している。河川の流

域は沖積土と低位、中位の泥炭地及び湿地が点在し、標津川の広大な湿地には大規模な公共草地が造成

され酪農地帯を形成している。

本町は、内陸性の気候で、亜寒帯湿潤気候に分類され、最近 5年間での年平均気温は 6.5℃と冷涼な

気候であり、降水量は年間で 1,100ｍｍ程度である。

 

羅臼町
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図 2-2 最近 5年間の気温と降水量（気象庁 気象統計資料）

また、気象庁の 1991 年から 2020 年までの月別の平年値では、12 月から 3月までの冬季は氷点下の気

温となり、夏場の 8月の平均気温が 18℃程度、冬の 1月、2月の平均気温は-6.5℃前後となっている。

表 2-1 気象に関わる月別平年値

H30 R1 R2 R3 R4 平均

6.1 6.3 6.5 6.7 6.8 6.5 

1,267.5 1,056.0 790.0 1,346.0 1,311.0 1,154.1 

1,774.0 1,932.5 1,739.4 1,547.1 1,695.2 1,737.6 

2.2 2.2 2.1 2.4 2.4 2.3 

65.0 61.0 81.0 58.0 76.0 68.2 

年平均気温（℃）

年間降水量（mm）

日照時間（h）

平均風速（m/s）

最深積雪（cm）

降水量 平均気温 最高気温 最低気温 平均風速

（mm） （℃） （℃） （℃） （m/s）

１月 44.0 -6.6 -1.6 -13.2 2.1 

２月 32.0 -6.5 -1.3 -13.6 2.2 

３月 57.5 -2.0 2.5 -7.8 2.5 

４月 84.2 3.6 9.1 -1.4 2.7 

５月 107.5 8.9 15.0 3.7 2.8 

６月 103.9 12.6 18.0 8.3 2.3 

７月 121.6 16.4 21.4 12.7 2.1 

８月 175.5 18.3 22.9 14.7 2.1 

９月 177.2 15.7 20.6 11.0 2.0 

１０月 134.1 9.7 15.2 4.0 2.2 

１１月 80.5 3.0 8.1 -2.5 2.3 

１２月 65.8 -3.7 1.1 -9.6 2.2 

年 1,183.8 5.8 10.9 0.5 2.3 

統計期間 1991年～2020年

要素
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（２）社会環境（人口、産業、交通、土地利用）

１）人口・世帯

本町の世帯・人口の動向は次表に示すとおりであり、人口の推移は昭和 25年に町制を施行して以来、

平成 22 年まで増加し、以降はゆるやかに減少傾向を示している。

また、世帯数については人口が減少した年でも増加していることから、単身世帯の転入や核家族化が

進行していると推察される。

図 2-3 中標津町の世帯数・人口の動向（国勢調査）

表 2-2 中標津町の世帯数・人口の動向（国勢調査・住民基本台帳）

世帯数 増減 人口 増減

2,102 - 11,569 -

2,971 869 14,782 3,213 

4,779 1,808 17,090 2,308 

6,884 2,105 21,187 4,097 

7,529 645 21,900 713 

9,138 1,609 23,179 1,279 

9,744 606 23,792 613 

10,084 340 23,982 190 

10,437 353 23,774 -208 

10,577 140 23,010 -764 

10,989 29 24,205 -108 

11,042 53 24,062 -143 

11,084 42 23,887 -175 

11,121 37 23,661 -226 

11,201 80 23,493 -168 

11,291 90 23,392 -101 

11,319 28 23,203 -189 

11,386 67 22,978 -225 

11,456 70 22,729 -249 

11,459 3 22,440 -289 

調 査 年 度

【国勢調査での推移】

１９５０年（昭和２５年）

１９６０年（昭和３５年）

１９７０年（昭和４５年）

１９８０年（昭和５５年）

１９９０年（平成 ２年）

２０００年（平成１２年）

２００５年（平成１７年）

２０１０年（平成２２年）

２０１５年（平成２７年）

２０２０年（令和 ２年）

【住民基本台帳人口（１２月末）】

２０１４年（平成２６年）

２０１５年（平成２７年）

２０１６年（平成２８年）

２０１７年（平成２９年）

２０１８年（平成３０年）

２０１９年（令和 元年）

２０２０年（令和 ２年）

２０２１年（令和 ３年）

２０２２年（令和 ４年）

２０２３年（令和 ５年）
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２）産業

本町の産業別就業人口は、次図に示すとおりであり、令和 2年度に実施された国勢調査結果からみる

と、第 3次産業の割合が 67.9％と高く、次いで第 2次産業（18.6％）、第 1次産業（13.3％）の順とな

っている。第 1次産業においては、農業、林業、漁業の全てにおいて就業する人口が増加している。

また、第 2次産業においては、建設業の令和 2年度の就業人口が 1,496 人と 20 年前の平成 12年度か

ら大きく減少している。

本町は農業を中心とする第１次産業を産業の中心とし、それを取り巻く他の産業が関連しあって発展

してきたところであるが、近年の IT化や AI 化、産業構造や国の経済政策の変化、さらには少子高齢化

等により、各産業における「人手不足」等が懸念される。

図 2-4 令和 2 年度 産業別就業人口割合

表 2-3 令和 2 年度 産業別就業人口割合

平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年
令和２年

割合

1,424 1,428 1,485 1,479 1,567 12.5%

166 54 59 45 70 0.6%

28 29 23 29 32 0.2%

1,618 1,511 1,567 1,553 1,669 13.3%

43 25 8 13 14 0.1%

2,169 1,827 1,448 1,502 1,496 12.0%

714 769 723 937 814 6.5%

2,926 2,621 2,179 2,452 2,324 18.6%

80 72 77 82 76 0.6%

- - 49 42 35 0.3%

- - 609 518 536 4.3%

692 608 - - - -

- - 2,245 2,287 2,249 18.0%

3,043 3,369 - - - -

252 222 262 233 212 1.7%

35 35 121 167 169 1.3%

- - 847 828 767 6.1%

- - 666 689 720 5.8%

- - 950 1,069 1,116 8.9%

- - 298 385 401 3.2%

3,606 3,859 - - - -

402 410 482 460 447 3.6%

8,110 8,575 8,384 8,535 8,496 67.9%

17 9 175 75 21 0.2%

12,671 12,716 12,305 12,615 12,510 100.0%

※平成22年から第3次産業の分類が細分化されている。

区 分 産  業

農 業

林 業

漁 業

小 計

鉱 業

建 設 業

製 造 業

小 計

電 気 ガ ス 熱 供 給 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 、 郵 便 業

（ 運 輸 通 信 業 ）

卸 売 業 、 小 売 業

（ 卸 売 業 、 飲 食 店 ）

金 融 保 険 業

不 動 産 業

宿 泊 業 、 飲 食 サ ー ビ ス 業

教 育 、 学 習 支 援 業

医 療 、 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

（ サ ー ビ ス 業 ）

公 務

小 計

そ の 他 （ 分 類 不 能 の 産 業 ）

合 計

第1次産業

第2次産業

学 術 研 究 、 専 門 ・ 技 術

サ ー ビ ス 業
- - 433 393 420 3.4%

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 、

娯 楽 業
- - 463 468 456 3.6%

サ ー ビ ス 業 （ 他 に 分 類

さ れ な い も の ）
- - 882 914 892 7.1%

第3次産業
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今後、農業生産基盤の一層の充実、担い手の育成・確保をはじめ、情勢の変化を踏まえた支援施策を

行なうことで、農業の充実に努めるとともに、林業の振興、商業集積の促進、既存企業への支援、新規

企業の立地促進、観光・交流機能の創出とともに、各産業が連携した 6次産業化を推進し、力みなぎる

産業の構築を目指していく。

３）交通

本町は根室振興局内陸部の中核都市として位置づけられ、交通網もハブ的な機能を有している。

中標津空港は道東の空の玄関口としてジェット化空港に整備され、札幌から 60 分、東京からは 100

分で結ばれている。

周辺地域と結ぶ道路網は、国道 272 号線を主軸に道道、町道が連動して交通の要衝となっている。

バス交通は、市街地と郊外を結ぶ町有バス（俣落線、武佐線、養老牛線）、市街地を循環する路線バス、

羅臼や根室、釧路方面を結ぶ路線バスが運行している。

表 2-4 中標津空港利用状況（空港対策室）

表 2-5 中標津町 道路の状況（管理課）

４）土地利用

本町の土地課税台帳における地目別土地利用状況は、次表のとおりである。地目別構成割合をみると

畑が 60％以上を占め、宅地は 2.5％と低い割合である。

※令和３年４月１日現在

総     数 舗  装  道

路 線 数 延 ⾧ （ ｍ ） 延 ⾧ （ ｍ ） 舗装率（％）

総 数 657 809,910 543,068 65.25 

国 道 1 21,074 21,074 100.00 

道 道 14 149,145 149,129 99.90 

町 道 642 639,691 375,989 60.30 

道路種別

札幌便 東京便

搭乗者数 搭乗者数

平成２４年 98,815 90,148 188,963 

平成２５年 101,830 90,385 192,215 

平成２６年 102,249 92,281 194,530 

平成２７年 103,306 92,161 195,467 

平成２８年 106,096 89,815 195,911 

平成２９年 110,826 88,413 199,239 

平成３０年 110,224 86,498 196,722 

令和 １年 108,825 86,439 195,264 

令和 ２年 52,765 6,649 59,414 

令和 ３年 58,124 24,322 82,446 

年 度 合 計



9

令和 6年度 中標津町 ごみ処理基本計画

表 2-6 地目別土地利用面積（令和 3年）

（３）将来計画（総合計画等）

「第 7期中標津町総合計画」における町の将来像として、道東の空の玄関口である中標津空港を有す

る広域的な拠点性をはじめ、酪農を中心とした第１次産業、豊かな自然環境、これらを活かしながら「町

民」「団体」「企業」「行政」がつながることにより、町の活気や支え合い、新たな価値の創造などにつな

げ「住みたいまち、住み続けたいまち」に向かっていくことを掲げている。

①将来指標

全国的に少子高齢化や人口減少が急速に進む中、本町が活力を維持していくためには人口の維持が必

要であり、転出者の抑制と、転入者・出生者数の増加を目指し、計画期間の最終年度となる令和１２年

度において、国立社会保障・人口問題研究所の推計値を上回る人口を目指す。

目標年度の総人口は 22,000 人を目標値とし、14 歳以下の年少人口を 2,500 人（11.4％）、15～64 歳

の生産年齢人口を 12,400 人（56.3％）、65 歳以上の老年人口を 7,100 人（32.3％）と設定している。

②土地利用の方針

計画的な土地利用を推進するため、都市計画マスタープランや農業振興地域整備計画などの土地利用

関連計画との整合を図り、４つのゾーンを設定し、その基本的な整備方針を以下のとおり定める。

表 2-7 町内における土地利用のゾーニング（第 7 期中標津町総合計画より抜粋）

地目

区分

面積（㎢） 234.61 9.75 0.13 47.90 17.06 29.48 10.86 29.45 379.24

構成比（％） 61.86% 2.57% 0.03% 12.63% 4.50% 7.77% 2.87% 7.77% 100.00%

※面積は土地課税台帳に登録されている土地のうち、総評価値面積と非課税地積を合計したもの。

資料：第130回（令和3年）北海道統計書

畑 宅地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他 計

基本目標１ つながりが未来を築くまちづくり（行財政分野）

基本目標２ 安心と生きがいを感じるまちづくり（健康・福祉・子育て分野）

基本目標３ 産業の力みなぎるまちづくり（経済・産業分野）

基本目標４ 住みやすいまちづくり（都市基盤・生活環境分野）

基本目標５ 郷土愛あふれるまちづくり（教育・文化分野）
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また、このうち一般廃棄物に関する生活環境の基本的な考え方は、次のとおりである。

③住環境

市街地内の成熟した住環境の中にも、移住・定住施策と連携しながら、ゆとりある空間を生かした良

好な住宅地の形成を推進する。

また、長期に渡り安心して、快適に暮らせる住環境の実現を目指すとともに、官民連携による空き家・

空き地の発生予防や利活用を推進する。

④上下水道

信頼される水道水供給のため、安全確実な施設の維持管理と水質管理を実施するとともに、終末処理

場の負担軽減や環境負荷の低減を図り、計画的かつ効率的で災害に強い施設の更新・再整備を行う。

また、料金等の納入方法や諸手続きの改善など、サービス向上を図るとともに、持続可能な事業経営

に向けた健全財政の推進を図る。

⑤道路・交通網

高規格道路の早期整備を促進するとともに、町道などの計画的な整備と維持管理を図り、道路周辺環

境整備を含めた、安全な道路環境の維持管理に努める。

地域交通については少子高齢化社会を見据えたあり方について、効率的・効果的な運行体制の推進を

検討する。

航空ネットワークは、北海道をはじめ関係する市町と連携を取りながら積極的なＰＲ活動などにより

中標津空港の利用促進を図る。

⑥循環型社会（ごみ処理）

廃棄物の適正処理、再利用を促進するとともに、ごみの減量化及び資源物の分別徹底によるリサイク

ルを推進し、循環型社会の形成に取り組む。また、不法投棄対策については、警察や町内会等と連携し

た巡視パトロール等を実施し抑止力を高めることとしている。

⑦コミュニティ

町民側の視点に立ったわかりやすい情報発信や情報を受け取る側の意識の醸成による情報共有を推

進するとともに、地域の総意を代表する町内会の加入促進を図るなど、ともに支え合い助け合う地域コ

ミュニティの活性化を図る。

⑧防災

災害に対する町民意識の高揚や自助・共助・公助の有機的な連携により、地域防災の向上を図るとと

もに、大規模自然災害などから町民の生命・財産を守るため、本町の強靭力を推進する。

⑨環境保全（ゼロカーボン）

中標津町ゼロカーボンシティ宣言などに基づき環境保全に向けた取組みを進めるとともに、町民や事

業者が地球温暖化に対する認識を深め、温室効果ガスの排出を抑制する取組みを促進する。
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3. ごみ処理の現状把握

（１）ごみ排出実績

ごみの排出量の実績及びその性状に関するデータについて、過去 10 年間の実績を整理し、排出動向

を把握する。

本町のごみ排出は、総量として減少傾向にあるが、今後も引き続きごみ減量について理解促進を図る

必要性があると考えられる。

図 3-1 中標津町 運搬種別 ごみ受け入れ量 推移

（２）ごみの排出抑制、資源化

本町の資源ごみは、根室北部廃棄物処理広域連合で運営するリサイクルセンターくるっとにおいて、

空缶選別圧縮機、ペットボトル圧縮梱包機、その他プラスチック等圧縮梱包機、トレー・発泡スチロ

ール減容機等を用いて、資源化処理を行っている。

資源化量は、おおむね 170 グラム前後で推移しており、資源化量が最も多いものには、段ボール、

新聞、雑誌といった紙類が多く、ペットボトル、プラスチック製容器包装と続く。

図 3-2 町民一人あたりの資源化量(単位：グラム） 図 3-3 資源ごみ収集量およびごみ総量に対する資源化率（重量ベース）
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表 3-1 根室北部廃棄物処理広域連合リサイクルセンターくるっと 施設の概要

図 3-4 中標津町における資源ごみ引き渡し量の実績 年次推移 平成 30 年～令和 4年（リサイクルセンター実績より）

図 3-3 に示している令和 4年度の資源化率は、資源ごみ量に対して約 77％、ごみ総量に対して 14.4％

と、いずれも令和元年度から減少しており、今後、資源化に対する更なる啓発が求められる。

（３）収集、運搬

１）収集・運搬の現況

中標津町内の収集・運搬は、次のような体制で実施されている。

①計画処理区域面積：684.87 km

②計画処理区域内人口：22,346 人（令和 6年 2月末時点）

③収集運搬体制：委託（詳細別表）

施設名 根室北部廃棄物処理広域連合リサイクルセンター くるっと

所在地 北海道標津郡中標津町東当幌 6番地 11

処理能力

資源ごみリサイクルセンター 4.9t/日（5h）

空缶選別圧縮設備

ペットボトル圧縮梱包設備

その他プラスチック等圧縮梱包設備

トレー・発泡スチロール減容設備

敷地面積 8,490 ㎡

延床面積・構造 1,398 ㎡ 鉄骨造一部二階建
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④収集ごみの分別形態：可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、危険ごみ

⑤収集方式：ステーション方式（白樺町内会、計根別地区、郡部地区）

指定路線戸別収集方式（上記以外）

⑥収集頻度：

⑦収集・運搬時間帯：8：30～16：10（最終処分場については 10：00～17：00 まで受け入れ）

⑧容器指定：町指定のごみ袋（資源ごみは透明または半透明の袋を使用）

２）ごみ収集手数料

①収集手数料（令和元年 10 月 1 日改定）

②最終処分場への直接搬入料金（令和元年 10 月 1 日改定）

③収集ごみの区分および内容

収集ごみは、燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ、資源ごみ、危険ごみそれぞれについて細

分化し、冊子を作成して町内各住戸に配布するとともに、転入者にも配布している。（表 3-2）

収集車種 台 数 収集人員

プレスパッカー車
（うち１台資源回収専用）

4 台
2ｔ～2.5ｔ

車両 1 台につき
運転手 1名 作業員 2 名

資源回収専用車 2 台 車両 1 台につき
運転手 1名 作業員 1 名

ダンプ車 1 台 車両 1 台につき
運転手 1名 作業員 1 名

地 区 種 類 回 数

中標津市街地
計根別市街地

可燃ごみ 2 回/週

不燃ごみ・粗大ごみ 1回/2 週

資源ごみ・危険ごみ 1回/週

郡部地区 可燃ごみ・不燃ごみ・粗大
ごみ・資源ごみ・危険ごみ

1 回/週

種 別 区 分 金 額

一般家庭ごみ
（戸別収集）

可燃ごみ

5ℓ 22 円
10ℓ 42 円
20ℓ 82 円
40ℓ 162 円

不燃ごみ
10ℓ 42 円
20ℓ 82 円
40ℓ 162 円

事業所・商店用
（戸別収集）

可燃ごみ
20ℓ 164 円
40ℓ 324 円

不燃ごみ
20ℓ 164 円
40ℓ 324 円

粗大ごみ（戸別収集） 1 枚 220 円

区分 容量 料金

一般家庭 可燃ごみ
不燃ごみ

10kg につき 90円

事業所 10kg につき 180 円
※当分の間 130 円

資源ごみ・紙類（新聞・雑誌類・段ボール） 無料
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表 3-2 収集ごみの区分および内容

（４）中間処理

１）中間処理施設の現況

収集したごみの中間処理として、収集及び直接搬入された粗大ごみ・不燃ごみの破砕処理と、焼却

を行っている。破砕処理施設の概要を別表に示す。

表 3-3 破砕処理施設の概要

生ごみ：残飯、茶殻、貝殻など

紙類：紙くず、紙おむつ、シュレッダーごみなど

草・木類：小枝、花、雑草など

革製品・ゴム製品：長靴、ベルト、かばん、革靴、スニーカー、ホースなど

布類：衣類、タオル、繊維類など

容器包装以外のプラスチック製品：ビデオテープ、CD、プラスチック製のおもちゃ、プラスチック製の洗面器など

その他：ペットのフン、ペットの砂など

陶器・ガラス製品：食器、コップ、植木鉢、電球など

金属類：なべ、フライパン、やかん、包丁など

小型家電製品：アイロン、ドライヤー、ポット、電子レンジ、電話機、掃除機、ビデオデッキなどの小型家電

机、タンス、いす、じゅうたん、ふとん、テーブル、ソファ、マットレス、自転車など

※指定ごみ袋から「はみ出す」もの

※指定袋に入れてしばり口を持った時に持ち上げられない重さのもの

※指定袋に入れて重さで袋が裂けてしまうもの

【戸別収集】

①プラスチック製容器包装：

スナック菓子、インスタントラーメンなどのポリ袋・ラップ類、シャンプー・洗剤などのボトル類

生卵などのパック類、コンビニ弁当、総菜などの色つきトレー類、マヨネーズ、ケチャップなどの容器類

ペットボトルのキャップ、ラベル、くだものなどのネット類

②缶類：ジュース・ビールの缶、お菓子の缶、缶詰、のりの缶など

③びん類：ジュース・お酒・調味料・化粧品等のびん

④ペットボトル：ジュース・焼酎・しょうゆなどの調味料等のペットボトル

⑤発泡トレー・発砲スチロール：（どちらも白のみ）

⑥紙製容器包装：菓子、ティッシュ、洗剤などの紙箱類、アイス・ヨーグルトなどの紙カップ類

中が銀色の紙パック類など

⑦紙パック：牛乳、飲むヨーグルトなどの中が白色の紙パック

【集団回収】

①新聞

②雑誌類

雑誌、週刊誌、チラシ、パンフレット、マンガ、電話帳、文庫本、コピー用紙、上質紙、封筒、カレンダー、名刺、

メモ用紙、紙切れなど

③段ボール

危険
有害ごみ

乾電池、蛍光管、ライター、スプレー缶、水銀体温計

燃やせる
ごみ

燃やせない
ごみ

粗大ごみ

資源ごみ

項 目

所 在 地 標津郡中標津町東当幌 6 番地 11

破砕処理施設面積 469.23 ㎡（延床面積 647.71 ㎡）

処理能力 10ｔ/5ｈ×1 基

破砕機形式 横型高速回転破砕機

運転方式 受入ホッパー直接投入方式

選別方式 磁選機にて鉄分改修

集塵設備 サイクロン・バグフィルター

貯留設備 貯留ホッパー

着 工 平成 13 年 5 月

竣 工 平成 14 年 11 月

処理対象物 収集不燃ごみ・粗大ごみ、直接搬入不燃ごみ・粗大ごみ

運転管理体制 委託

、カセットボンベ 、ビデオテープ、カセットテープ

ＣＤ、ＤＶＤ

危険ごみ
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表 3-4 焼却処理施設

２）破砕処理の実績

破砕処理施設の処理実績は過去 10 年間においておおむね横ばい傾向にあるため、ごみ減量について

理解促進を図る必要性があると考えられる。

図 3-5 破砕処理施設 処理量の推移（単位：グラム）

３）焼却施設の実績

焼却施設の実績は過去 10年間でばらつきがある。

焼却は根室北部広域ごみ処理施設において行われており、同施設では、流動床式ガス化溶融炉によ

って高温でごみを処理し、ダイオキシン類などの有害物質の排出量が少なく、リサイクルに適した鉄・

アルミ・スラグが回収できるシステムとなっている。

図 3-6 焼却施設 処理量の推移（単位：グラム）

項 目

所 在 地 北海道野付郡別海町別海 13 番地の 5

施設規模 62t/24h (31t/24h×2 基)

炉形式 流動床式ガス化溶融炉

建
築
面
積

施設本体 4,605.52 ㎡

スラグ ストックヤード棟 384.42 ㎡

廃ラップストックヤード棟 495.36 ㎡

車庫棟 30.80 ㎡
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（５）最終処分

最終処分は町内の一般廃棄物最終処分場において行われており、処分量は平成 25 年度をピークに

減少し、おおむね 100 グラムを切る状況が続いている。

図 3-7 最終処分（埋立） 処分量の推移（単位：グラム）

（６）ごみ処理の評価

本町におけるごみ処理の評価は、表 3-5 に示したごみ排出量の原単位において、環境負荷をできる限

り低減する循環型社会づくりの観点から見た項目として表3-6に示した主に北海道廃棄物処理計画の平

成 29年度実績値と令和 6年度目標値の数値をもとに行う。

表 3-5 中標津町 ごみ排出およびごみ処理の原単位の推移

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

24,313 24,205 24,062 23,887 23,661 23,493 23,392 23,203 22,978 22,729 

収集 613 592 582 595 607 552 607 598 593 588 

直搬 100 96 132 114 114 167 85 105 116 113 

合計 713 688 714 709 721 719 692 703 709 701 

収集 34 29 30 33 28 30 34 28 29 28 

直搬 57 53 60 50 55 52 46 57 63 55 

合計 91 82 90 83 83 82 80 85 92 83 

収集 14 12 13 14 12 13 15 12 12 12 

直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 14 12 13 14 12 13 15 12 12 12 

収集 150 168 170 167 138 163 173 175 179 176 

直搬 20 8 5 10 38 20 2 8 7 8 

合計 170 176 175 177 176 183 175 183 186 184 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

989 959 993 984 993 998 963 984 1,000 981 

702 681 705 699 705 709 684 699 710 697 

287 278 288 285 288 289 279 285 290 284 

784 753 781 770 791 770 775 776 794 779 

焼却残さ 70 28 61 39 67 40 51 42 43 42 

87 89 97 91 90 88 91 93 98 91 

不燃残さ 22 18 21 27 23 47 12 17 9 7 

159 167 164 156 154 152 154 182 186 183 

可燃残さ 4 6 4 6 14 26 15 11 11 10 

不燃残さ 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 

172 180 182 179 173 171 169 174 160 155 

123 55 92 75 97 99 73 67 100 99 
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表 3-6 中標津町 ごみ処理の評価指標

※中標津町では家庭ごみ・事業ごみとしての集計を行っていないため、家庭ごみは全国平均として生活系ごみと事業系ごみの

構成比 71：29（令和 3 年度 一般廃棄物処理事業実態調査）を用いて算出した。

令和 4年度における本町のごみ処理状況は、平成 29 年度実績における北海道平均値ならびに令和 6

年度目標値の双方において、基準値を上回っている。

また、北海道が掲げる家庭ごみの排出量（一人一日あたり）は平成 29 年度実績における北海道平均

598ｇに対して 697ｇと 16.5％程度上回っており、また、資源回収率の令和 6年度目標値 30％以上に対

しても大きく開きがあることから、ごみの減量ならびに資源化の推進が必要である。

一方、ごみ処理に関わる費用の観点から原単位を算出したのが表 3-7 から表 3-9である。

表 3-7 ごみ処理にかかる費用 原単位の推移

H30 R1 R2 R3 R4
歳入

90,570,570 96,246,995 107,140,625 106,904,240 105,880,770
90,570,570 96,246,995 107,140,625 106,904,240 105,880,770

歳出
123,444,000 124,587,000 120,714,000 119,100,300 122,386,000

31,320,000 31,609,994 3,190,000 31,900,000 32,956,000
6,687,000 8,098,700 8,173,000 8,173,000 10,164,000
270,864 215,820 217,800 217,800 217,800
507,600 512,292 517,003 517,003 517,000
22,896 23,108 23,320 23,320 23,760
721,224 734,580 660,000 660,000 660,000
789,264 796,572 696,696 696,696 696,696

12,571,200 12,687,600 12,687,400 12,687,400 13,464,000
52,890,048 54,678,666 26,165,219 54,875,219 58,699,256
454,031,000 468,179,000 470,157,000 424,988,000 417,769,000
1,290,000 1,161,000 1,161,000 1,188,000 1,188,000

631,655,048 648,605,666 618,197,219 600,151,519 600,042,256
541,084,478 552,358,671 511,056,594 493,247,279 494,161,486

23,493 23,392 23,203 22,978 22,729
23,032 23,613 22,025 21,466 21,741

(１)ごみ処理手数料
一般廃棄物処理手数料

歳入総計(円)
(２)収集委託費
一般廃棄物収集委託

(３)最終処分場運営費
最終処分場運転委託
浸出水処理施設運転委託
電気保安委託
施設警備委託
消防用設備点検委託
漏水検知システム保守点検委託
前処理委託
広域ごみ処理施設運搬委託
合計

(４)広域連合負担金
(５)ごみ減量リサイクル促進事業補助金

歳出総計(円)
年間処理経費(円)

人口(人)
人口一人当たりにおける年間処理経費(円/人)

視
点 項目 指標の名称 算出方法・単位

北海道基準値 中標津町

H29
平均

R6
目標

R4 実績
評

価

循
環
型
社
会
形
成

廃棄物の

発生

人口一人一日当たり

ごみ総排出量

ごみ総排出量÷計画収集人口

÷365 日＝(kg/人・日)
961g 900ｇ 981g △

家庭ごみ※

人口一人一日

当たり

ごみ収集量

×0.71（全国平均家庭ごみ割合）

÷計画収集人口÷365 日

＝(kg/人・日)

598g 550g 697g △

廃棄物の

再生利用

廃棄物からの

資源回収率

総資源化量÷搬入量

＝(t/t)
24.3％

30％

以上

15.7

％
△

最終処分
廃棄物のうち

最終処分される割合

最終処分量÷総ごみ排出量

＝ (t/t)
16.9％ 20％ 10.1％ △

最終

処分場

残余年数

最終処分量 822ｔ

最終処分残余量÷最終処分量

÷埋立ごみ比重（0.8163）＝

（年）

19.8 年
20 年

程度
28.1 年 〇
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表 3-8 資源回収に要する費用 原単位の推移

表 3-9 最終処分減量にかかる費用 原単位の推移

本町の令和 4年度における資源回収および最終処分減量に要する費用は表 3-10 に示す通りとなる。

表 3-10 中標津町 R4 年度 資源回収および最終処分減量に要する費用の原単位（まとめ）

H30 R1 R2 R3 R4
18.4% 18.2% 18.6% 18.6% 18.7%

324,000 327,000 330,000 330,000 341,000
4,449,600 4,355,640 3,927,000 3,938,000 4,367,000
4,773,600 4,682,640 4,257,000 4,268,000 4,708,000
1,290,000 1,161,000 1,161,000 1,188,000 1,188,000
24,512,088 27,510,200 31,391,428 32,381,136 33,832,060
30,575,688 33,353,840 36,809,428 37,837,136 39,728,060

1,571 1,497 1,545 1,561 1,521
19,463 22,280 23,825 24,239 26,120

資源ごみ割合(資源ごみ量/ごみ総量)
(１)収集委託費
資源物回収委託
資源物回収委託(郡部)
合計

(２)ごみ減量リサイクル促進事業補助金
(３)広域連合負担金(リサイクルセンター分)

資源ごみ回収費用(円)
資源ごみ総量(t)

資源ごみ1ｔ当たりの回収に要する費用(円/t)

歳出

H30 R1 R2 R3 R4
歳入

90,570,570 96,246,995 107,140,625 106,904,240 105,880,770
90,570,570 96,246,995 107,140,625 106,904,240 105,880,770

歳出
123,444,000 124,587,000 120,714,000 119,100,300 122,386,000
4,773,600 4,682,640 4,257,000 4,268,000 4,708,000

128,217,600 129,269,640 124,971,000 123,368,300 127,094,000

31,320,000 31,609,994 3,190,000 31,900,000 32,956,000
6,687,000 8,098,700 8,173,000 8,173,000 10,164,000
270,864 215,820 217,800 217,800 217,800
507,600 512,292 517,003 517,003 517,000
22,896 23,108 23,320 23,320 23,760
721,224 734,580 660,000 660,000 660,000
789,264 796,572 696,696 696,696 696,696

12,571,200 12,687,600 12,687,400 12,687,400 13,464,000
52,890,048 54,678,666 26,165,219 54,875,219 58,699,256
454,031,000 468,179,000 470,157,000 424,988,000 417,769,000
1,290,000 1,161,000 1,161,000 1,188,000 1,188,000

636,428,648 653,288,306 622,454,219 604,419,519 604,750,256
545,858,078 557,041,311 515,313,594 497,515,279 498,869,486

7,708 7,601 7,760 7,549 7,318
70,817 73,285 66,406 65,905 68,170

(１)ごみ処理手数料
一般廃棄物処理手数料

歳入総計(円)
(２)収集委託費
一般廃棄物収集委託
資源物回収委託
合計

(３)最終処分場運営費
最終処分場運転委託
浸出水処理施設運転委託
電気保安委託
施設警備委託
消防用設備点検委託
漏水検知システム保守点検委託
前処理委託
広域ごみ処理施設運搬委託
合計

(４)広域連合負担金
(５)ごみ減量リサイクル促進事業補助金

歳出総計(円)
最終処分減量に要する費用(円)

最終処分減量(t)
最終処分減量1ｔ当たりに要する費用(円/t)

項目 指標の名称 算出方法・単位
中標津町

R4 実績

費用対効果
資源回収に要する費用 資源回収費÷資源ごみ総量＝円/t 26,100 円

最終処分減量に要する費用 最終処分減量に要する費用÷最終処分減量＝円/t 68,200 円
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4. ごみ処理に関する課題の抽出、整理

（１）廃棄物の発生にかかわる課題

本町の一日一人あたりのごみ総排出量は 981ｇであり、北海道が設定する令和 6年度目標値 900ｇに

対して 9％近く上回っている一方で、家庭ごみとして算出した総排出量の 71％である 695ｇは、令和 6

年度目標 550ｇとの比較では 26％程度上回っている。

図 4-1 年間における ひとりあたりごみ総排出量・家庭ごみ排出量 北海道目標と中標津町実績値の比較

一方、廃棄物処理に要する費用の観点からは、現在の処理システムにすべて移行された平成 20 年度

が最も費用が安く、以降、現在まで増加傾向にある。

令和元年度には、ごみ処理手数料の改定に伴う説明会を実施した。ごみの排出量は、手数料改定に伴

う一時的な駆け込み廃棄により増加したが、翌年度からは説明会の効果もあり減少し、処理経費も抑え

られている。

このことから、本町ではごみ排出量を抑制していくことが課題として挙げられ、具体的な対策を講じ

る必要がある。

図 4-2 廃棄物年間処理経費

家庭ごみ排出量 原単位

（ｇ／人・年）

ごみ総排出量 原単位

（ｇ／人・年）

            0g   200g   400g   600g    800g  1000g  1200g

町 R4 年度実績        695g

町 R4 年度実績             981g

道 R6 年度目標           900g

道 R6 年度目標  550g

23,032 

23,613 

22,025 

21,466 
21,741 

20,000 

20,500 

21,000 

21,500 

22,000 

22,500 

23,000 

23,500 

24,000 （円/人・年）

H30 R1 R2 R3 R4
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図 4-3 人口一人当たり年間における廃棄物処理費用（円/人）

（２）廃棄物の再生利用にかかわる課題

ごみ処理における再生利用は、循環型社会の仕組みを構築する際の大きなポイントであるが、本町の

資源回収率は北海道の平成 29 年度平均値にも届いておらず、令和 6年度目標値である 30％を大きく下

回って約 15.7％であることから、更なる資源回収への取り組みが課題となっている。

資源回収は、根室北部廃棄物処理広域連合が運営するリサイクルセンターくるっとで行われているが、

空き缶を除く金属類の資源回収は行われておらず、重量ベースでの資源回収率が低くなっていることも

考えられる。一方、資源回収における費用は、令和 4年度において 1ｔあたり約 26,000 円となってお

り、平成 30 年以降、概ね増加傾向にある。

また、資源回収は、各町内会等に設置している資源一時保管庫による集団回収を行っており、資源回

収で得た収益は各町内会の収入となっている。人口減少等による町内会加入率の低下が見られる中、全

ての町内会で取組みを推進しており、町としても、資源一時保管庫の維持管理等に関して「ごみ減量リ

サイクル促進事業活動補助金」を支出している。

ごみの資源化に関わる活動が、コミュニティ活動の活性化に資するという面もあることから、住民参

加をさらに促した循環型社会形成への活動方策の検討が求められている。

図 4-4 資源回収に要する費用（円/t）
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表 4-1 中標津町 ごみ資源化 概要

（３）ごみ処理における中間処理にかかわる課題

現在、中間処理としての破砕処理は、粗大ごみ処理施設において行っており、施設の運営経費の節減

を目的に、破砕処理機の稼働中は常に使用している電力を監視し、消費電力をコントロールできるデマ

ンド運転を行っている。ごみ総量の増加に伴い最終処分量の減量を図る中間処理に要する費用は増加の

一途をたどっていたが、令和 2年は前年度分の１割近く低くなっている。

これは、令和元年 10 月に実施されたごみ料金の改定により、ごみ減量化に対する住民意識の醸成が

進み、具体的な行動が結果として現れたものと考えられる。

一方、施設整備から 20 年以上経過していることから、計画的な補修および更新を進めることが喫緊

の課題となっており、自家発電設備など、災害時の電源確保などの問題が挙げられる。

可燃ごみは、中継施設にてコンテナに積み替えられ、別海町にある根室北部廃棄物処理広域連合が運

営する焼却施設で処理されている。焼却施設における課題として、二酸化炭素排出量の低減とごみ処理

に係る経費圧縮の問題が挙げられるが、解決には可燃ごみの量を低減する必要があり、そのためには可

燃ごみに含まれる水分量の抑制等が課題となっている。なお、焼却施設の更新について検討が進んでい

ることから、その結果によっては、用地確保や建設費等の新たな課題への対応も考えられる。

図 4-5 最終処分量を減量に要する費用（円/人・年）

H30 R1 R2 R3 R4

66.1 75.6 73.2 73.6 66.1 

34.5 40.5 39.5 36.9 30.9 

100.6 116.1 112.7 110.5 97.0 

71.2 68.5 66.0 63.4 73.3 

84.9 100.3 94.1 94.0 94.7 

38.9 57.2 50.1 49.0 35.2 
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18.4% 18.2% 18.6% 18.6% 18.7%

種  目 細  目

ア ル ミ 缶
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茶 色
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段 ボ ー ル
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そ の 他
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雑 誌

合 計

資 源 化 総 量 （ t ）

資 源 ご み 総 量 （ 表 ３ ʷ ５ よ り ）
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62,000

64,000

66,000

68,000

70,000

72,000

74,000(円/t)

H30 R1 R2 R3 R4
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（４）最終処分にかかわる課題

最終処分場では、残余処分量および年数について毎年 1回の定期調査を行っている。調査結果を表 4-

2 に示す。

㎥表 4-2 最終処分場 残余容量（ ）および残余年数

表 4-2 から、最終処分場の残余年数は、整備当初計画（H14～H29）の 15 年をすでに超えている状況で

ありながら、相応の残余量を確保していると考えられる。このことから、平成 29 年度には埋立予定期

間を当初計画の 15年間（H14～H29）から 35 年間（H14～R19）へ変更した。

しかしながら、施設の老朽化は著しく、更新計画についての検討が急務とされているが、更新にあた

っては住民との合意形成や用地確保の問題、昨今の社会情勢による建設費高騰などの課題が挙げられる

ことから、現在行われているごみ減量リサイクル促進事業を積極的に進め、ごみの減量化に努めるとと

もに、更新計画についても検討が必要である。

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

全体量(㎥) 54,974.4 54,974.4 54,974.4 54,974.4 54,974.4

最終覆土量(㎥) 2,951.1 3,023.9 3,092.0 3,018.7 2,955.6

廃棄物堆積量(㎥) 32,953.3 31,878.6 33,288.7 33,081.5 34,406.8

残余容量(㎥) 19,070.0 20,071.9 18,593.7 18,874.2 17,612.0

残余年数(年) 10 11 13 13 11
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5. 基本方針の設定

（１）中標津町における関連施策

本町では、ごみ処理基本計画の上位計画である第 2期中標津町環境基本計画を令和 3年度に策定して

おり、この中で循環型社会の形成に関わり、以下のような基本方針を掲げている。

表 5-1 中標津町 ごみとリサイクルに関わる方針ならびに施策（中標津町環境基本計画より）

この基本方針および施策に基づき資源ごみの一時保管庫を整備し、町内会を活動単位とした資源ごみ

の集団回収と再生利用を促進している。

ごみとリサイクル

にかかわる方針

中標津町のごみの処理量は、平成 15 年 7 月のごみの分別収集の細分化によって減少していますが、平成 28年か

ら横ばいの状況がつづいているため、今後も更なる減量化に取組みます。

事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の減量化も大きな問題であり、そのリサイクルも含め事業者の適正な処理を

図ります。

ごみを資源として捉え、３Ｒ《リデュース（減らす）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）》を実践

することにより、循環型社会の実現に努めます。

施 策 (1) ごみの減量化の促進。

① 計画的な購入や大切に使う意識を醸成し、ごみの排出量の減量化に努めます。

② 過剰包装を抑制し、簡易包装を促進します。

③ 資源ごみ収集と分別の徹底によりごみ処理量の減量化を促進します。

④ 食品ロス削減に向けて啓発を行い、生ごみの減量化を促進します。

(2) ごみの分別収集の促進。

① 「容器包装リサイクル法」「家電リサイクル法」など各種リサイクル法に基づく分別を啓発します。

② 情勢の変化により分別の細分化や処理方法の変化などが生じた場合は、随時対応します。

(3) ごみのリサイクルの促進。

① 町内会における資源集団回収への理解を深めるよう広報し資源回収を促進します。

② 役場や公共施設において再生品の使用を進めます。

③ インターネット上でのフリーマーケットなど不要品を交換できる活動を推進します。

④ ３Ｒについて広く周知し、ごみの排出削減に努めます。

(4) 廃棄物の適正処理を促進する。

① 国や北海道と連携して産業廃棄物の適正な処理と再利用を促進します。

② 監視カメラの設置など、ポイ捨て等の不法投棄に対する指導と意識啓発を行います。
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表 5-2 中標津町 資源一時保管庫 設置場所 一覧

町内会名 資源一時保管庫設置場所

旭第一町内会 東４条南４丁目、東７条南７丁目

旭第２町内会 東８条南３丁目

東町内会 東１６条南４丁目

泉中央町内会 西８条北６丁目

川西町内会 川西２丁目

清泉町内会 西５条南１丁目

栄町内会 大通北３丁目

桜ヶ丘町内会 東３条南９丁目

白樺町内会 東１３条南７丁目

標ヶ丘町内会 西８条南３丁目

末広町内会 西３条北６丁目

第一宮下町内会 大通南２丁目

第２宮下町内会 西４条南２丁目

中央町内会 東２条北２丁目

西泉町内会 西８条北６丁目

西町町内会 西町３丁目

東泉町内会 西７条北６丁目

東中町内会 東１４条北４丁目

日の出町内会 東７条北１丁目

まこと町内会 東２９条北７丁目

緑町町内会 緑町北２丁目

南泉町内会 西８条北６丁目

南町町内会 西８条南８丁目

睦町内会 東２３条北１丁目

明生町内会 東３６条南１丁目

俵橋連合会 字俵橋１２線

計根別連合町内会 計根別南１条西２丁目
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（２）北海道廃棄物処理計画における目標設定

北海道廃棄物処理計画においては、以下の表に示す目標値を設定し、「北海道らしい循環型社会の形

成」に向けた施策を展開している。

主な視点としては、「バイオマスの利活用」及び「リサイクル関連産業を中心とした循環型社会ビジネ

スの振興」を挙げ、「経済的側面や社会的側面にも視野を広げた循環型社会・低炭素社会・自然共生社会

づくりの統合的取組」と「地域循環圏」の考え方を踏まえるものとし、3Ｒのうち優先すべき取組みであ

るリデュース（排出抑制）、リユース（再使用）の優先、地球温暖化防止・省エネルギー等にも配慮した

廃棄物処理施設の整備に向けた取組を推進している。

表 5-3 北海道廃棄物処理計画における排出抑制に関わる数値目標

表 5-4 北海道廃棄物処理計画における循環利用に関わる数値目標

表 5-5 北海道廃棄物処理計画における最終処分の適正化に関わる数値目標

（３）中標津町ごみ処理基本計画における基本方針

本町は、平成 19 年度に近隣町村との連携により、ごみ処理の広域連合化を実現し、単体自治体とし

てのみならず、広く地域に求められる自然環境の保全や持続可能な生活環境の維持に努めてきた。

これまでの計画および施策の展開を踏まえて、地域の交通拠点としての空港を保持するまちとして、

交流人口に対しても地域経営の理念を発信し、次の基本方針を本計画において掲げるものとする。
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基本方針１. ごみの発生と排出を抑えた豊かな地域の実現

ごみの元となる資源や製品は、他地域で製造され地域に持ち込まれることが多く、その場合、製品購

入とごみ処理の双方に地域でコストを支払うことになる。

このような視点に立って、地域のごみ処理コストを抑え、日常のごみ処理に向けられる地域住民の労

力が地域活動や経済に向けられるよう、ごみ発生を抑制する購買意識に結び付くような抑制活動に公

共として取り組む。

基本方針 2. 資源の再生利用を通じた豊かなコミュニティのある地域の実現

少子高齢化や世帯の縮小で、防犯や災害時の避難、細やかな互助がある地域生活など、公共だけで

は賄いきれない住民生活の質を確保することが困難となっている。

コミュニティとして取り組む資源回収は、伝統的な「もったいない」の精神を教育的に継承する場とし

て、衰退傾向にある地域コミュニティに活性化をもたらす、多世代交流の貴重な機会となる可能性があ

る。

こうした資源の再利用活動の派生的な機能に着目して、「混ぜればごみ、分ければ資源」の精神を、

日常生活におけるごみ分別の習慣として、若年層に定着する活動に取り組む。

基本方針 3. 多様な参画によるごみ処理を通じた豊かな連携のある地域の実現

企業活動において、廃棄物等の処理コストは経営における負のコストと捉えられている点が、適正な処

理を阻む要因となっている。

地域における循環型社会の形成に対する阻害要因である不法投棄を防ぐためには、企業活動におけ

る適正な廃棄物処理の意義を広く共有することが必要であり、発生および排出の抑制につながる。

行政・住民・企業が連携し、ごみ発生と排出の抑制や適性処理の実行を促す連携の構築に取り組む。
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6. ごみの排出量及び処理量

本町のごみ排出量ならびに処理量の推計は、令和 4年度実績を基にして各原単位を算出した上で、令

和 5年度以降の推計値を算出する。

以下に、各項目における推計手法および推計値について記載する。

（１）行政区域内人口の推計

ごみの発生量を推計するために将来人口の設定が必要であるが、第 7期中標津町総合計画において令

和 12年度目標人口としている 22,000 人を基に、令和 5年度（9月 30 日現在）から目標までの人口減少

率が以降も維持されるものとして、人口設定を行う。

※中標津町第 7期総合計画の令和 12 年度目標人口を基に令和 5～12 年までの人口減少率を維持するものとして算出

表 6-1 中標津町 ごみ処理基本計画における想定人口

（２）ごみ排出量の推計

本町では、家庭系ごみ・事業系ごみとしての集計は行っていないことから、まず令和 4年度時点での

ごみ総排出量をもとに住民一人一日当たりのごみ排出量を算出し、これを原単位とする。

ごみ処理実態調査（令和 3年度版）から、全国ベースの生活系ごみと事業系ごみの構成比、71：29 を

用いて、家庭系ごみの原単位を算出する。

図 6-1 中標津町 ごみ推計における原単位の算出方法（環境省ごみ処理実態調査（R3）を参考）

その結果、令和 4年度家庭ごみの排出量の原単位は、695（ｇ/日・人）となり、前計画における令和

5年目標値 600（ｇ/日・人）に比較して上回っていることがわかる。これは平成 24 年度 689（ｇ/日・

人）に比較して 1％増となっている。

表 6-2 中標津町 家庭系・事業系ごみ 原単位 設定値（単位：グラム）

R4
設定

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

収集 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 

直搬 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

合計 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

収集 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

直搬 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

合計 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

収集 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

収集 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 

直搬 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

合計 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 

695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 

284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 

年度

危険ごみ

ごみ総量

家庭ごみ推計量

事業系ごみ推計量

可燃ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

資源ごみ

原
単
位
（
ｇ
）

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

22,524 22,449 22,374 22,299 22,224 22,149 22,074 22,000 21,925 21,850 21,775

案分

÷人口÷365= →

実 績 ごみ排出原単位

令和 4年度

ごみ総排出量

令和 4年度
人口一人当たり

一日当たりの

排出量

71％
家庭系

ごみ

29％
事業系

ごみ
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ごみ排出量の推計においては、一旦、この原単位（住民一人一日当たり）に各年の想定人口を掛けて、

新たな施策を講じなかった場合における家庭系ごみ排出量の算出とする。

図 6-2 中標津町 各年度のごみ総量推計値の算出方法

表 6-3 中標津町 家庭系および事業系ごみ 推計値 新たな施策を講じなかった場合（単位：トン）

令和 4年度の実績値をもとに、令和 6年度から 10年間の計画期間を経た令和 15 年度には、ごみ総量

は年間約 7,800 トンとなる。また家庭系ごみ排出量は約 5,500 トンとなる。

ごみ排出原単位

×各年度の推計人口×365日＝

令和4年度
人口一人当たり
一日当たりの

排出量

ごみ排出総量

推計値

R4
設定

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

22,783 22,524 22,449 22,374 22,299 22,224 22,149 22,074 22,000 21,925 21,850 21,775 

収集 4,881 4,826 4,810 4,794 4,778 4,762 4,746 4,729 4,714 4,698 4,681 4,665 

直搬 939 929 926 923 920 917 914 910 907 904 901 898 

合計 5,820 5,755 5,736 5,717 5,697 5,678 5,659 5,640 5,621 5,602 5,583 5,564 

収集 236 230 229 229 228 227 226 226 225 224 223 223 

直搬 457 452 451 449 448 446 445 443 442 440 439 437 

合計 693 682 683 681 678 676 674 671 669 667 665 662 

収集 101 99 98 98 98 97 97 97 96 96 96 95 

直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 101 99 98 98 98 97 97 97 96 96 96 95 

収集 1,456 1,439 1,434 1,429 1,424 1,420 1,415 1,410 1,405 1,400 1,396 1,391 

直搬 65 66 66 65 65 65 65 64 64 64 64 64 

合計 1,521 1,504 1,499 1,494 1,489 1,484 1,479 1,474 1,469 1,464 1,459 1,454 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

8,143 8,049 8,025 7,998 7,971 7,944 7,917 7,891 7,864 7,837 7,810 7,784 

5,782 5,715 5,697 5,678 5,659 5,640 5,621 5,602 5,583 5,564 5,545 5,526 

695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 

2,361 2,334 2,328 2,320 2,312 2,304 2,296 2,289 2,281 2,273 2,265 2,258 

ー 98.9% 98.5% 98.2% 97.9% 97.5% 97.2% 96.9% 96.6% 96.2% 95.9% 95.6%

ー 1.1% 1.5% 1.8% 2.1% 2.5% 2.8% 3.1% 3.4% 3.8% 4.1% 4.4%

年度

人口（人）

危険ごみ（ｔ）

ごみ総量（ｔ）

家庭ごみ推計量（ｔ）

家庭ごみ（原単位）（ｇ）

事業系ごみ推計量（ｔ）

R4年度対比の人口

減少幅

可燃ごみ（ｔ）

不燃ごみ（ｔ）

粗大ごみ（ｔ）

資源ごみ（ｔ）
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7. ごみ処理基本計画

ごみ処理に関わる原単位は、令和 4年度におけるごみ総排出量に対する各処理施設の処理量の割合を

算出し、ごみ総排出量の推計値にそれぞれの割合を掛けて求めた。

本町のごみ排出量は、令和 4年度実績において、家庭ごみの排出量は 695ｇであり、R6 の北海道（廃

棄物処理計画）の目標値 550g に対してに比較して 195ｇも多くなっている。

以上から、本計画では、令和 15 年度までに家庭ごみの原単位を北海道が掲げる令和 6年度の目標 550

ｇにまで減量することを前提に、令和 5年度以降の目標値を算出し、その結果を表 7-1 に示す。

表 7-1 ごみ排出量および処理施設における処理量（原単位）の目標値

※焼却施設処理量（推計値）＝R4 焼却施設処理量÷R4 ごみ総排出量×（各年）ごみ総排出量

※焼却残さ（推計値）＝R4 焼却残さ÷R4焼却処理量×（各年）焼却施設処理量推計値

※破砕施設処理量（推計値）＝R4 破砕処理量÷（R4 ごみ総排出量－可燃ごみḘ危険ごみ）

×（各年ごみ総排出量推計値－可燃ごみḘ危険ごみ）

※破砕施設不燃残さ（推計値）＝R4 破砕施設不燃残さ÷R4焼却施設処理量×（各年）焼却施設処理量推計値

※ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ処理量（推計値）＝R4 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ処理量÷（R4 資源ごみ排出量＋R4粗大ごみ）

×各年（資源ごみ＋粗大ごみ排出量推計値）

※ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ可燃残さ（推計値）＝R4 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ不燃残渣÷R4 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ処理量×（各年）ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ処理量推計値

※埋め立て処分（予測）＝R4 埋め立て処分量÷R4 ごみ総排出量×（各年）ごみ総排出量推計値

（１）排出抑制・資源化計画

①排出抑制

本町における家庭ごみの原単位（一日一人あたり）においては北海道の計画を大きく上回っており、

本計画においては令和 15 年度までに 550g まで家庭ごみ排出原単位（一日一人あたり）を削減する数値

目標とする。

また、プラスチック製品等の新たな分別が必要な状況にあるが、ごみ処理体制への影響も大きいため

慎重に検討が必要となる。令和 15年度の資源化率は、北海道の令和 6年度目標値の 30％を目標とする。

搬入種別
R4

設定
R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R4との差

22,783 22,524 22,449 22,374 22,299 22,224 22,149 22,074 22,000 21,925 21,850 21,775 △ 1,008

収集 4,881 4,758 4,639 4,522 4,408 4,298 4,190 4,084 3,982 3,882 3,784 3,689 △ 1,192

直搬 939 915 892 870 848 827 806 786 766 747 728 710 △ 229

合計 5,820 5,674 5,531 5,392 5,257 5,124 4,996 4,870 4,748 4,628 4,512 4,399 △ 1,421

収集 236 230 224 219 213 208 203 197 193 188 183 178 △ 58

直搬 457 446 434 423 413 402 392 382 373 363 354 345 △ 112

合計 693 676 659 642 626 610 595 580 565 551 537 524 △ 169

収集 101 98 96 94 91 89 87 85 82 80 78 76 △ 25

直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 101 98 96 94 91 89 87 85 82 80 78 76 △ 25

収集 1,456 1,419 1,384 1,349 1,315 1,282 1,250 1,218 1,188 1,158 1,129 1,100 △ 356

直搬 65 63 62 60 59 57 56 54 53 52 50 49 △ 16

合計 1,521 1,483 1,445 1,409 1,374 1,339 1,306 1,273 1,241 1,210 1,179 1,150 △ 371

8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 △ 2

8,143 7,938 7,739 7,544 7,355 7,170 6,990 6,814 6,643 6,476 6,313 6,154 △ 1,989

5,782 5,636 5,495 5,356 5,222 5,091 4,963 4,838 4,716 4,598 4,482 4,369 △ 1,412

695 686 671 656 642 628 614 600 587 575 562 550 △ 145

2,361 2,302 2,244 2,188 2,133 2,079 2,027 1,976 1,926 1,878 1,831 1,785 △ 577

6,465 6,302 6,144 5,990 5,839 5,692 5,549 5,410 5,274 5,141 5,012 4,886 △ 1,579

焼却残さ（ｔ） 346 337 329 321 313 305 297 290 282 275 268 261 △ 85

752 733 715 697 679 662 645 629 613 598 583 568 △ 184

不燃残さ（ｔ） 59 58 56 55 53 52 51 49 48 47 46 45 △ 14

1,521 1,483 1,445 1,409 1,374 1,339 1,306 1,273 1,241 1,210 1,179 1,150 △ 371

可燃残さ（ｔ） 80 78 76 74 72 70 69 67 65 64 62 60 △ 20

不燃残さ（ｔ） 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 15 14 △ 5

1,282 1,325 1,370 1,416 1,464 1,513 1,564 1,617 1,671 1,728 1,786 1,846 564

822 801 781 762 742 724 706 688 671 654 637 621 △ 201

15.7% 16.7% 17.7% 18.8% 19.9% 21.1% 22.4% 23.7% 25.2% 26.7% 28.3% 30.0%

10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1%

項目

人口（人）

危険ごみ（ｔ）

ごみ総量（ｔ）

家庭ごみ（ｔ）

家庭ごみ　原単位（ｇ）

事業系ごみ（ｔ）

焼却施設処理量（ｔ）

破砕施設処理量（ｔ）

リサイクルセンター（ｔ）

資源化（ｔ）

埋め立て処分（ｔ）

資源化率（％）

最終処分率（％）

可燃ごみ（ｔ）

不燃ごみ（ｔ）

粗大ごみ（ｔ）

資源ごみ（ｔ）

削
減
後
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表 7-2 中標津町 ごみ発生量 削減後 原単位（単位：グラム）

これにより、ごみ排出総量 6,154ｔとなり削減対策を講じなかった場合の排出量から約 20％の削減と

なる。

※減量対策を講じなかった場合の R15 年度 ごみ総排出量：7,784ｔ

なお、ごみの収集量の推計と根室北部廃棄物処理広域連合ごみ処理施設整備計画における収集可燃ご

み排出原単位設定値を比較したものが下表であり、施設の許容量を下回る目標値となっている。

表 7-3 中標津町 ごみ収集量 削減後 目標値（単位：トン）

②資源化

本町におけるごみ処理の課題として最も取組みが求められる点が資源化である。

本計画においては中標津町が実現可能な取り組みによって資源ごみ回収率を 30％まで高めることを

目標とする。

（２）収集・運搬計画

ごみの収集・運搬計画は、人口減少と一人一日当たりのごみ排出量から算出されるごみ排出量から、下

表に示すように収集量は減少傾向となることが予想される。

令和 15年度で収集ごみの推計値としては、約 6,100ｔとなり、10 年間で 2,000ｔの減量となる。この

ことから収集・運搬は、当分、現状の体制で行いながらごみ排出量の推移も踏まえつつ、新たな運行体

制について検討を行うものとする。

表 7-4 令和 5年度以降ごみ収集および直接搬入の推計値（令和 4年度 原単位をもとに人口推移から算出 単位：トン）

R4
設定

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

22,783 22,524 22,449 22,374 22,299 22,224 22,149 22,074 22,000 21,925 21,850 21,775 

収集 587 579 566 554 542 530 518 507 496 485 474 464 

直搬 113 111 109 107 104 102 100 98 95 93 91 89 

合計 700 690 675 661 646 632 618 605 591 578 565 553 
収集 28 28 27 27 26 26 25 25 24 23 23 22 

直搬 55 54 53 52 51 50 49 47 46 45 44 43 

合計 83 82 80 79 77 76 74 72 70 68 67 65 

収集 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 

直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 

収集 175 173 169 165 162 158 155 151 148 145 142 138 

直搬 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 

合計 183 181 177 172 169 165 162 158 155 151 148 144 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

979 966 945 924 904 885 866 846 827 808 791 773 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

979 966 945 924 904 885 866 846 827 808 791 773 

年度

人口（人）

危険ごみ

ごみ総量

家庭ごみ推計量

事業系ごみ推計量

可燃ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

資源ごみ

原
単
位
（
ｇ
）

搬入種別 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

収集のみ 6,682 6,513 6,351 6,191 6,034 5,884 5,737 5,591 5,452 5,314 5,180 5,049

直接搬入のみ 1,461 1,424 1,388 1,353 1,320 1,286 1,254 1,222 1,192 1,162 1,132 1,104

合計 8,143 7,937 7,739 7,544 7,354 7,170 6,991 6,813 6,644 6,476 6,312 6,153

収集可燃ごみ

原単位

（g/人・日）

収集不燃ごみ

原単位

（g/人・日）

収集資源ごみ

原単位

（g/人・日）

収集粗大ごみ

原単位

（g/人・日）

根室北部廃棄物処理広域連合

ごみ処理施設整備計画における

収集可燃ごみ等排出原単位設定値

619 116 - 20

ごみ削減目標に伴う

本計画における令和 15年度目標値
464 22 138 10
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（３）中間処理計画

中間処理としての焼却施設における処理量については、下表に示すように、ごみ排出量の推計の減少

に伴い減少傾向となり 10 年間で約 1,500ｔ、約 24％の減量とし、同様に焼却施設における残さも約 26％

の減量とする。

中間処理施設は平成 16 年度より中標津町、標津町、羅臼町の３町で共同のリサイクルセンターくる

っとが、平成 19年度より中標津町、別海町、標津町、羅臼町で構成する根室北部廃棄物処理広域連合が

運営する焼却施設が供用されており、今後は各施設における更新時期を見通しながら、焼却処理および

分別を行っていく。

表 7-5 令和 5年度以降 焼却施処理量の推計値（令和 4年度ごみ関連各原単位をもとに人口推移から算出 単位：トン）

また、最終処分前に行われる破砕施設における処理量および不燃残さの推計値を下表に示す。破砕処

理量は、資源ごみの増加に伴い 10 年間で約 180ｔ、24％程度の減少とする。破砕処理量の減少に伴い、

推移を見ながら施設の更新を図るものとする。

表 7-6 令和 5 年度以降 破砕処理量の推計値（令和 4年度ごみ関連各原単位をもとに人口推移から算出 単位：トン）

（４）最終処分計画

最終処分としての埋め立て処分量の推計値を下表に示す。

表 7-7 令和 5 年度以降 埋立処分量の推計値（令和 4年度ごみ関連各原単位をもとに人口推移から算出 単位：トン）

１）最終処分に関する目標

最終処分にあたっては、排出抑制や減量化及び減容化、3R の推進によって埋め立て処分量を軽減

し、最終処分場の延命化を図る。

２）最終処分の方法

最終処分は第一に生活環境や自然環境の保全のため、以下の要件を遵守して行う。

①廃棄物や浸出水を外部流出、漏えい、飛散させないこと

②埋め立て廃棄物が安定化し、浸出水の汚泥濃度が低減されること

③計画された廃棄物が量的に埋め立て可能であり、質的には法令等の基準に則った手法であること

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

焼却施設処理量（予測） 6,465 6,302 6,144 5,990 5,839 5,692 5,549 5,410 5,274 5,141 5,012 4,886

焼却残さ（予測） 346 337 329 321 313 305 297 290 282 275 268 261

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

破砕施設処理量（予測） 752 733 715 697 679 662 645 629 613 598 583 568

不燃残さ（予測） 59 58 56 55 53 52 51 49 48 47 46 45

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

埋め立て処分 822 801 781 762 742 724 706 688 671 654 637 621
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３）新たな最終処分場の建設時期および基本方針

先述の表 4-2 から、令和 5年度末時点での最終処分場の残余年数は 11年という結果が示されており、

相応の残余量を確保していると考えられ、これは資源化の推進と破砕処理前の分別徹底を行い、埋立対

象物の抑制に努めた結果といえる。

しかしながら、施設の老朽化は著しく、更新計画についての検討が急務とされているが、更新にあた

っては住民との合意形成や用地確保の問題、昨今の社会情勢による建設費高騰などの課題が挙げられる

ことから、現在行われているごみ減量リサイクル促進事業を積極的に進め、ごみの減量化に努めるとと

もに、更新計画については残余容量の詳細調査などを実施した上で、今後の推移を見ながら検討を進め

ることとする。

なお、計画は「廃棄物処理および清掃に関する法律」、「北海道公害防止条例」等法令の順守、「廃棄

物最終処分場指針」の準拠、持続可能な地域運営に必要な環境保全への配慮をできる限り導入する。

（５）その他の計画（ごみ排出の抑制のための方策に関する事項）

ごみの排出を抑制し、循環的利用を促進するためには、町民、事業者、行政が適切な役割分担の下で

取組みを推進することが必要不可欠である。

①行政の役割

ごみの排出抑制に関し、公式 HP や SNS（LINE、X、Facebook）を有効活用し、適宜、情報提供を行

うとともに、廃棄物減量推進員などにより適切に普及啓発や情報提供、環境教育等を継続し、町民の

自主的な取組みを支援・促進する。

また、災害が発生した際に災害廃棄物を迅速かつ適正に処理するために必要となる事項や、関係機

関の役割をまとめた災害廃棄物処理計画の策定を進める。

②町民の役割

耐久性に優れた製品や再生品を選択し、できるだけ長期間の使用に努める。

また、簡易包装の製品購入、製品の再利用、食品ロスの低減、生ごみの水切り、資源ごみの分別、

フリーマーケットやリサイクルショップ、フリマアプリなどを活用し、循環型のライフスタイルへの

転換を図るよう努める。

③事業者の役割

法令順守を徹底し遂行するとともに、国や地方公共団体へ協力を行い、不法投棄等の撲滅を図るた

めに、事業所における自己評価やチェック体制の整備、事業者団体等における情報共有を進める。

また、原材料の選択、製造工程の改良、発生した廃棄物の利用、包装資材の削減等により廃棄物の

排出抑制に努める。

さらに、それぞれの立場や役割を果たしながら、ごみ減量化と適切な処理を通じて自然環境ならび

に生活環境を適切に保ち、持続可能な地域づくりに向けた協働を進めることが求められている。
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図 7-1 中標津町 ごみ減量化に向けた連携イメージ


